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労働現場における境界線
──ニューヨーク建設労組と女性労働者の攻防（1978−1992）──

南　　　修　平

　本論文は 1978 年から 1992 年の間にニューヨー
ク建設労組と女性労働者による、雇用や労働現場
における女性の処遇に関する攻防に焦点をあて、
労働現場の日常の中で男女の間を分かつ境界線が
いかに形成され、その在り様を明らかにするもの
である1）。また、分かたれつつも一方で浸透し合
う双方の複雑な関係や、女性労働者の中にも存在
する境界線について論じ、日常生活における人々
同士の結合や相互を分け隔てる境界を常に動態的
に捉える社会史的観点の拡がりを提示する。
　女性建設労働者に関する先行研究は、著者自身
が元女性建設労働者またはその支援者である場合
が多く、これらの研究では現役・元女性労働者に
対する豊富なインタヴューが行われている。その
中では、彼女らが直面してきた様々な困難や闘い
が能弁に語られており、現場の実態や運動の推移
が明らかにされている2）。また、男性建設労働者
の有する独特の労働文化に注目し、厳しい労働現
場でつくられる彼らの強固な紐帯や、その根拠の
一つである「タフさ」を美徳とする男性主義的文
化の存在を強調する研究もある3）。
　こうした先行研究は、男性建設労働者の間に根
強い「現場労働=男性」という意識を明るみにし、
男女間を分け隔てる境界線の明確な存在を強調し
ていることが特徴である。それに対して本論文で
は、先行研究が明示してきた男女間の強固な境界
線の存在を十分認めつつ、労働現場にごく僅かず
つの女性が入っていくことで創り出される新たな
関係に着目し、男女間の関係や男性・女性各々の
内部関係が実際にはより複雑である様子を明らか

にする。そして、日常空間における人々の結合や
境界と政治世界との深い関連性についても考察し、
社会史的観点から広く歴史的意味を問う手法の提
示を試みる4）。
　本論文は全米で最も強力な建設労組が存在する
ニューヨークに注目し、建設現場労働者として女
性が採用され始めた 1978 年から、採用数が上が
らない現状への反発を受けて実施されるに至った
市当局の公聴会が終了する 1992 年までの期間を
扱う。この期間を対象として設定するのは、何よ
りもまず、1992 年の公聴会が一つの画期をなす
ものだからである。ニューヨークではこれまで一
般的な雇用差別に関する公聴会は開催されてきた
が、女性建設労働者に対する雇用差別に関しては、
過去にない規模で行われたこの 1992 年の公聴会
が初めてであった。それゆえに、採用が開始され
た 1978 年から公聴会終了までの 1992 年は、建設
業における女性の雇用をめぐる一定の画期となっ
ており、その間の動向を分析することで冒頭に挙
げた本論文の問題意識─日常生活の中で男女の境
界線がどのように形成され、その在り様がいかな
るものかが明らかにできるのである。
　以下、本論文では最初に建設労働及び建設労組
の諸特徴と攻防当時の建設業をめぐる政治・経済
状況を概観し、次に新たな道を切り開いてきた女
性建設労働者の実情を考察する。そして公聴会で
行われた数々の証言及びそれらを受けて作成され
た報告書を読み解くことによって、「自らの領域」
＝現場に異質な者が「侵入」してきたことに対す
る男性労働者の反応を検証し、彼らが固執した
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「秩序」を明らかにする。最後に労働現場で長く
維持されてきた境界線が動揺し始める実態を浮か
び上がらせると同時に、その一方で相互に浸透し
合う両者の関係に注意を向け、それら複雑な状態
が入り混じり合う建設労組と女性労働者の攻防の
歴史的意味を問う。
　なお、分析にあたっては、建設現場の日常を
より明確にする目的から、2 次文献に収録され
たものも含め、女性及び男性労働者を対象とす
る種々のインタヴュー史資料を多用する5）。その
他、ニューヨーク市人権委員会（New York City 
Commission on Human Rights: CCHR）が個別の
建設労組指導者や女性労働者等を召喚して実施
した建設労働の雇用実態に関する公聴会議事録

（New York City Commission on Human Rights, 
1993, Building Barriers: Discrimination in New 

York City’s Construction on Human Rights, 

New York.）も同様の目的のために用いる。

1．揺れ続ける境界—建設業をめぐる政治経済

　アメリカ労働省のデータによれば、2009 年に
おける建設業全体での女性労働者の占める割合は
9. 5％とされ、同年の産業全体で雇用された女性
労働者の割合が 47. 3％であるという数字と比べ
れば、建設業での男女比が圧倒的に不均等である
ことは明らかである（Bureau of Labor Statistics 
2011：43）。女性が建設業に現場労働者として入
り始めた 1978 年以来幾多の攻防が繰り返されて
きたものの、労働省が示すこの数字は、依然現場
が男性で占め続けられていることを示している 6）。
　建設業─中でもニューヨークのそれはアメリ
カ労働運動の中心を担ってきた。そのことは、
AFL−CIO初代議長ジョージ・ミーニーがニュー
ヨーク・ブロンクス出身の配管工であり、同地の
配管工労組を足掛かりに頂点へ上り詰めたことか
ら容易に想像できる。建設労働は伝統的にアメリ
カに到着したヨーロッパ系移民—アイルランドや
南東欧出身の移民が比較的容易に就ける仕事とし

て重宝され、移民たちは貴重な収入源をなすこの
職業を移民ネットワークの中で融通することで生
きる術にしてきた。父子関係を軸とするそのネッ
トワークは、極めて親しい者の間だけで就業機会
を流通させる厳格な縁故主義が貫徹していた。血
縁・地縁によって就業ルートを独占するこのシス
テムは建設業のあらゆる職種に行き渡り、職種毎
に移民の「棲み分け」が形成された。それはネッ
トワークに縁のない者との間に明確な境界線を引
くことを意味し、とりわけ黒人やプエルトリカン
らマイノリティは賃金や就業機会、福利厚生面等
で格段に有利な立場にある熟練工から排除され続
けてきた。マイノリティが就業できる職種は専ら
熟練工の仕事を補佐し、決して熟練工に昇進する
ことのない非熟練工（laborer, helper）に限定さ
れた。
　建設業で職人（journeyman）と呼ばれる熟練
工になるには見習い（apprentice）として組合に
入り、そこで 3 年〜5 年の間先輩職人から技術を
学び、一人前の建設労働者として認められなけれ
ばならなかった。父や縁者の紹介で組合に入り、
見習い期間中に高い技術力を習得する過程は、現
場に不可欠な労働力として雇用主に重宝される対
象になるとともに、熟練工相互の絆を育むもので
あった。つまり、見習い制度は優秀な労働力の養
成によって対資本上強力な力を得るだけでなく、
その事実が一層熟練工の特権意識を醸成し、熟練
工だけが共有できる独自の境界形成とその強化に
資したのである。そうしてつくられた境界は日常
生活を支える有用なシステムとして機能し、その
境界を維持することが自らの生活の安定と同義を
なした。配管工の道を選んだミーニーの歩みは建
設熟練工を家長とする家に生まれた息子の典型的
なそれだったのである7）。
　死傷事故が絶えず危険でハードな現場を共にす
る熟練工相互の絆は極めて強固であり、「白人男
性」という同質性に担保されたその絆は、その中
にいない人種的マイノリティや女性を締め出す強
烈な排他的機能を持っていた 8）。しかし、白人男
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性で占められた熟練工の境界は公民権運動の高揚
で大きく揺れ始めた。黒人たちは裁判闘争を繰り
広げ、各レヴェルの関係当局へ圧力を強め、建設
現場に押し掛けてピケット・ラインを張るなどの
実力行動を展開した。そのような中、1969 年にニ
クソン政権が打ち出したフィラデルフィア・プラ
ンは、建設労組にマイノリティの採用枠とその達
成時期に関して明確な数字を示すことを要求し、
これまでにない強制力を発動した。
　建設業は事業毎に雇用が創出され、事業終了と
ともに雇用も切れることから労働者は常に不安定
な状況に置かれていた。そのため、建設業にとっ
て最大の拠り所は大規模かつ雇用期間が長い公共
事業であり、雇用の大部分をそれに依存する建設
労組の最優先事項は公権力との密な関係の構築・
強化だった。従って、職種毎に構成される建設労
組の統括団体・ニューヨーク建設労組は歴代市
長・州知事や関係当局とのパイプづくりに特別
な注意を払ってきた。相互の関係は特に市長ロ
バート・ワグナー （1954−1965）と州知事ネルソ
ン・ロックフェラー （1959−1973）の登場でピー
クを迎え、ニューヨーク市AFL−CIO議長であり
ニューヨーク建設労組の中核をなす電気工労組

（Local 3）のリーダーでもあるハリー・ヴァン・
アースデイルとワグナー、ロックフェラーは公私
ともに親密な関係を築いた 9）。
　しかし、1966 年より「ワグナー市政の刷新」
を掲げたジョン・V・リンジーが市長に就任する
と、市当局との関係は鋭い対立へ転化した。リン
ジーは建設労組にマイノリティの採用に関して具
体的な努力を迫り、採用数とその達成期限を明確
にすることを強く求め、応じない組合には事業停
止を行うなど、連邦政府のフィラデルフィア・プ
ランに先立ってより強い態度を打ち出した。市当
局・公民権運動団体・建設労組の間の熾烈な攻防
は最終的にマイノリティ採用プロセスの運営に関
して組合が主導権を握る形で決着し、建設労組は
見習いの採用/育成に対する外部介入を遮断する
ことに成功したが、その代償は大きかった10）。

　インフレーション悪化に乗じて建設労組の弱体
化を狙う民間資本の圧力は 1970 年代後半に一層
強化され、とりわけ賃金上昇の抑制と非組合員労
働者の割合を増やす動きが活発化した。連邦商務
省の試算では、1977 年の建設事業に投入された
資金は 1680 億ドルとされていたが、非組合員に
よる労働はそのうちの 40〜60%を占めると見な
されるまでに至っていた。雇用側にとって組合員
労働者に支払う賃金の僅か 20〜25%で済む非組
合員労働者はこの上なく魅力的であり、その需要
は急激に増加していた11）。AFL−CIO建設局議長
ロバート・ジョージンは、組合員労働者の中には
組合員証や組合から支給された靴を隠して非組合
員として働くケースがあるとし、それが彼らに
とって仕事を得られる唯一の手段になっていると
述べたが、建設労組のトップ指導者が語るこの事
実は、建設労組員が陥っていた深刻な状態を明確
に示していた12）。
　建設労組の衰退傾向は著しく、全米での建設
労組員数は 1970 年から 1990 年代初頭までの間
で 50％も減少した。一方で同期間の建設労働全
体の実質賃金は 25％下がり、明らかに低賃金で
雇われる非組合員労働の増加の影響が出ていた

（Banks 2006：376）。建設業における失業率は
1975 年 5 月には 21. 8％に達し、政府が統計をと
り始めた 1950 年以来最悪の数字を記録していた

（Linder 2000：345）。ニューヨークでも建設労組
員数は大きく減少し始め、それに代わって非組合
員による仕事の割合が劇的に増加していた。組合
個別では 1978 年の電気工（Local 3）の失業率が
50％に迫り、1977 年末のニューヨークにおける
レンガ工の失業率は 85％まで上昇し、組合は時
給の 1 ドルカットと付加給付の大幅削減に同意せ
ざるを得ない状態であった13）。
　ワグナーやロックフェラーとの間に築かれてい
た公権力とのパイプは過去のものとなり、未曾有
の財政危機に悩む市政と労組の間にはもはや個人
的な信頼関係は存在しなかった（Ruffini 2003：
222）。組合員とその家族の生活を支える雇用を創



190

出してきた公権力との結びつきが希薄になったこ
とは、組合の窮状─労働者とその家族の苦境に直
結したのである。マイノリティの雇用は依然遅々
とした歩みでしかなかったが、多くの既得権を失
い、弱体化が進む建設労組にとって、相対的に安
定した状態を保障してきた自らと他とを隔てる境
界の揺らぎは収まることはなく、その振幅は拡大
していた。そしてその傾向は、女性の見習い入り
要求によってさらに深化していったのである。

2．熟練工を目指す女性たちの闘いとその波紋

　ステイシー・キンロック・スウルが指摘するよ
うに、1960 年代の建設業におけるマイノリティ
労働者の雇用を求める運動は、すべての労働者が
等しく参加するものではなかった。建設労働＝男
性という認識は労組、公民権運動団体、公権力
全てに共通し、そのことはリンジーの腹心とし
て建設労組と渡り合ったジェームス・マクナマ
ラ（国際婦人服労組の活動家。リンジーに請われ
市の交渉担当者に就任）でさえ、スウルによるイ
ンタヴューの中で「当時は女性を組合に入れる
なんてことは誰も考えていなかった」と証言し
ていることからも計り知れる（Sewell 1999：234
−5）。1967 年にジョンソンが発令した大統領行政
命令 11375 は建設業への就業を希望する女性への
差別を禁じていたが、具体的な雇用枠の設定は求
めておらず、明らかに実質的な前進は望めないも
のだったのである（Park 2001：3）。
　政府や運動側の形式的対応に不満を募らせてい
た女性たちは、1970 年代半ばフェミニズム運動
の高揚とともに建設労働で機会均等を求める声を
より高めていった。フェミニストの間には女性が
男性から「隔離された職域」に押し込められてい
ることが不平等の大きな原因とする考えが強く、
男性に限られた職場に女性が就業することで差
別を打破しようとしたのである（Moccio 1992：
235）。そのために、フェミニストたちは意識的に
女性を男性限定の職場に送り込む取り組みを行い、

建設業はまさにその最たる標的になった。1976
年になると女性に対するアファーマティヴ・アク
ションを発展させていないことを理由に、複数の
女性運動団体が共同で労働省を提訴した。1978
年 4 月にはカーターが、1 万ドルを超える連邦政
府の事業に関わる建設業者は女性労働者の雇用計
画について数的目標を設定することを求めるア
ファーマティヴ・アクション（41 CFR 60）を発
表した。計画では、建設労働者に占める女性の割
合を即座に 3.1％にまで増やし、3 年間で 6.9％ま
で引き上げるとしていた。続いて労働省は見習い
訓練における新たなアファーマティヴ・アクショ
ンを打ち出し（29 CFR 30）、各々の見習い訓練
における女性の割合を 20％〜25％の間まで増や
して最終的に 2000 年を過ぎる頃までに建設業に
占める女性労働者の割合を 4 分の 1 程度までに引
き上げ、もはや建設業が女性にとって非伝統的職
業でない状態にまで変化させることを唱えていた

（Eisenberg 1998：19−20；Latour 2001a：179；
Park 2001：3）。連邦政府による一連の施策の背
景には、建設労働者への道を開くことを求める
フェミニストをはじめとする女性たちの力強い声
があったのである。
　自身大工であったメアリー・ガーヴィンは、カ
リフォルニアで設立されていた「女性のための
非伝統的雇用（Nontraditional Employment for 
Women）」に倣い、ニューヨークでも同様の組織
をつくった。「女性見習いプロジェクト（Women 
in Apprenticeship Project：WAP）」と名付け
られたこの組織は、州労働省から運営資金の
提供を受けるとともに、1973 年に成立してい
た連邦法─包括的雇用訓練法（Comprehensive 
Employment and Training Act：CETA）の適用
によって運営資金を獲得していた。主要な活動は、
建設労働者を目指す女性からの相談受付や、積極
的に女性をリクルートして建設労働へ送り込むこ
とであった14）。WAPの他に公的資金の提供を受
ける団体としてハーレム・ファイトバックやリ
クルート・トレーニング・プログラム（Recruit 
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Training Program：RTP）のような既存のコ
ミュニティ団体は貧困対策の一環として女性の雇
用問題に取り組んだ。大工ジョイス・ハートウェ
ルによって 1977 年に組織されたオール・クラフ
ト（All−Craft）は、やはり公的資金の提供を受
けながら熟練工希望の女性に対する訓練や組合へ
の送り込みに力を入れた（Latour 2001a：9）。
　1979 年から活動をスタートさせたWAPは、建
設業はたいていの女性に就労可能な職業であり、
建設熟練工になれば堅実な収入が見込めることを
宣伝し、「あなたは 6 歳の子を持ち上げられる？
　食品雑貨や濡れた洗濯物は？　家具の位置を再
調整できる？　それなら、あなたは 2 × 12 の道
具箱を扱えます」といった内容のリーフレット
を配布するなどしてその魅力を周知した15）。また、
見習いになるためには組合が実施する選抜試験の
受験が必要だったが、こうした情報の公示期間は
極めて短く、外部の者には極めて入手困難だっ
たため、WAPはそれらの情報を一括して把握し、
ワークショップを開いて見習い入りを希望する女
性たちに情報提供を行った。そして見習い入りを
希望する女性が受験申し込みをするために組合事
務所に出向く際は、組合の対応を監視するためこ
れら女性に付添い、不当な扱いを受けていないか
をチェックした（Park 2001：5−6）。
　建設労組に挑む女性への支援が拡がるにつれて
課題となったのは、異なる職種で見習い訓練を
行う女性たちの孤立を防ぎ、訓練中に遭遇する
数々のトラブルに対応することであった。女性
が熟練工になる過程では、入り口よりもそこを
通過してからの労苦の方が遥かに上回っていた。
1979 年に結成された職種横断的な女性建設労働
者のネットワーク組織・統一女性熟練工（United 
Tradeswomen：UT）は、まさにそうした事情か
ら生まれたものだった。結成に際して中心的役割
を担ったのは、すでに活動を始めていたWAPの
オリジナル・スタッフとしてリクルートや相談
に携わってきたロイス・ロスであった。ロスは
WAPで活動を始めてすぐに、孤立した女性建設

労働者をまとめ、エモーショナルな支援を行う草
の根組織の必要性を感じ、見習い入りを果たした
旧知の女性たちを自宅に招いて会合を重ね、参加
メンバーを増やしていった16）。
　別々の組合に属しながら建設熟練工を目指す
女性たちが中心となって組織したUTは、ニュー
ヨーク各地区に支部を設立するとともにニュー
ズ・レターを発行し、各現場で女性が直面してい
る状況を伝えた。1980 年 11 月に発行されたUTの
ニューズ・レターでは、UTがいかなる団体であ
り、どのような問題に取り組むかを明確に宣言し
ていた。

　　 「UT はニューヨークで働く女性ブルー・カ
ラー労働者の支援組織であり行動する組織で
ある。我々は以下のことに取り組み、女性が
苦労してかちとった仕事を維持できるよう奮
闘する所存である。①エモーショナルな支援、
仕事に関連する情報や女性ブルー・カラー労
働者特有の問題への対処方法の提供②女性が
所属する組合における女性委員会や女性会議
の組織化③現または今後のアファーマティ
ヴ・アクション及び反性差別法の効果的実
施」（Park 2001：14）

　フェミニズム運動の高まりによって連邦政府は
じめ公権力が女性の建設労働就労に関して積極的
姿勢を見せ始めたことは、この問題に取り組む団
体との間に多くの有機的な結びつきを生み出す契
機となった。実際そうした結合は、女性たちの見
習い入りに大きな影響を与えていた。1978 年建
設業初の女性見習いとして電気工労組（Local 3）
入りを果たした 4 人は、全員見習いに申し込む前
から女性運動団体で技術訓練や心構えなどの啓発
を受けていた（Moccio 1992a：212−3）17）。その中
で現在も唯一Local 3 の熟練工として働き続けて
いるシンシア・ロングは以下のように言う。

　　「偶然セイント・マークス・プレイスにある
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オール・クラフトのことを聞いてそこに行っ
たらCETAの給付金が 1ヶ月もらえることに
なった。それから電気、配管、大工、キャビ
ネット作製の訓練を受けて、4 つのうち自分
は電気が合ってるって思った。ちょうど州政
府労働省の資金で実施されてる CETA の訓
練─それは女性にとって非伝統的な職業のた
めに行われる訓練なんだけど─をもっと受け
ないかって話があったから、そうしたんだ。
空調・冷却部門と自動メカニックの 2 部門が
あって空調・冷却部門を選んだ。アペックス
技術学校で 9ヶ月訓練を受けて修了した。…
それで私は電気工労組が 1978 年 6 月に見習
いの拡大募集をするって知らされた。私に知
らせてくれたのはメアリー・ガーヴィンで、
彼女はその時WAPの資金繰りを何とかしよ
うとしてたんだけど、私たちみたいな旧知の
女性や、電気工の仕事に興味を持ってて勧め
たことのある女性を組織してたのね。それか
ら私たちは泊まり込みを始めた（筆者注：建
設労働の花形職・電気工を目指す男性が申し
込みに殺到したため、徹夜で列に並ぶ必要が
あった）。水曜日の 9 時に現地に行って、電
気産業共同委員会のあるフラッシング通りで
寝た。確か 5〜6 泊したかな」18）

　ロングに続いてLocal 3 の見習いになり、UT
の中心メンバーとなったエヴァン・ルダーマンも、
当初は高卒資格がないので見習い入りは無理と考
えていたが、ハーレムのコミュニティ団体RTP
が実施する訓練を通じて高卒資格（GED）を取
得できたため見習い入りを実現していた19）。こう
した例は、公的な施策と草の根団体の活発な運動
が結合して個々の女性たちの行動を促したことを
表しており、同様の事例は全米各地で起きてい
た20）。
　1978 年以来見習い入りを果たした女性の数は
彼女らに先立つ黒人男性たちに比べて圧倒的に少
ないものの、与えたインパクトは大きかった。そ

れまで建設現場にとっての女性とは、現場に偶然
通りかかって性的なからかいを浴びせられる一般
女性であり、現場に張られたポルノ写真や持ち込
まれた同種の雑誌を通じて「鑑賞」される対象で
しかなかった（Freeman 1993：730−732）。そん
な女性が今や熟練工を目指す見習いとして現場に
現れたことは、ただでさえかつてない経済的苦境
に立たされていた男性建設労働者の誇りを一層傷
つけ、さらなる動揺、焦燥、憤り等々を増大させ
た。それとともに、フェミニズム運動と公権力が
連携して建設労働に対する様々なキャンペーンを
拡大させている状況は、長く公権力との密な関係
で恩恵に浴してきた男性熟練工の間に複雑な感情
を生み出さずにはおかなかった。建設熟練工であ
ることによって創られてきた職場や家庭、地域の
境界─彼らが拠り所としてきた秩序─は大いに揺
れ動いたのである。

3．�「侵された境界」—労働現場での境界線
をめぐって

　熟練工を目指す女性たちが直面した問題は同僚
の男性労働者によるあらゆる嫌がらせ、差別行為
であった21）。見習いを目指す女性たちは申し込み
のために組合事務所へ向かったが、Local 3 の場
合、仕事が多く給料が高いこともあって女性やマ
イノリティ以上に多くの白人男性が長蛇の列をつ
くった。そこに並んだロングは様々な侮辱的言辞
に直面した。

　　「私たちはとても目立ってた。女性がそこに
いるのは普通じゃなかった。だから私たちの
存在は多くのマスコミや地域住民、私たちの
ことをただ見に来たりする電気工たちの関心
を惹きつけた。ほとんどの電気工は「お前ら
の来るところじゃない。そんなことをすべき
じゃない。こいつはしんどい仕事、男の仕事
なんだ」とかそんなことを言ってた」22）
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　パイオニアとして現場入りした女性見習いたち
が受けた差別行為は、個人によるものから集団的
に組織されたものまで幅広く、その種類も性的侮
辱や悪罵の投げつけ、存在自体の無視、必要な作
業を教えない、作業道具の隠匿、執拗な身体接触、
尻出し（mooning）・男性器の露出等広範囲に及
んだ。そして予想されていたとはいえ、女性見習
いが一様に驚いたことは、現場に女性の姿がない
という事実であった。電気工見習いとしてLocal 
3 の現場に出たルダーマンは言う。

　　「女性たちは皆追い込まれてた。…感情面で
もね。現場では私たちは全員孤立してたし何
日も他の女性を見ないで過ごしてた。誰かと
話すのって本当に大変だった。仕事であった
こととか…つまらないことのように見えるけ
ど。だからみんないつも他に女性がいない
かって思ってたね」23）

　工業高校で行われていた女性向けの 6ヶ月訓練
を終え定置機関操作工（stationary engineer）見
習いとなったイヴォンヌ・メイティンの話は初め
て女性を迎えた現場の雰囲気を良く伝えている。

　　「私はこの仕事を得てとてもハッピーだった。
今までの収入よりももっと─ 1 年で 3000 ド
ルも稼げるようになるわけだから。面倒見
なきゃいけない子どもがいたからなおさら
ね。で、現場に出たら男たちがいた。彼らの
ところにまっすぐ行って…私ってなんて馬鹿
な女の子だったんだろうね！今考えると笑え
る。連中のところに行って「ハロー」って挨
拶して、自分の名前を名乗ってから連中に

「あんたの名前は？」って聞いた。それから
ある男のところに行って同じことをした。そ
したら彼は下がって私をじっと睨んで、握手
もしなかった。私はその場に突っ立ってるし
かなかった。突然現実が立ち現れて、私の顔
をひどくぶった。これがこれから起ころうと

している現実かって。これが私の現場での初
日」24）

　電気工（Local 3）のメリンダ・ヘルナンデス
も現場での出来事を率直に語っている。

　　「私は小さくて赤い道具箱を持ってた。まる
で赤頭巾ちゃんが仕事に来たみたいだった。
…私は現場がどこか分からなくて遅刻して
走ってた。ビルに入って電気工の事務所はど
こって聞いた。男たちは、こいつ一体ここで
何やるんだって感じで私を見てた。彼らは私
が来ることを聞いていたけど、そんなことあ
り得ない、絶対起こりっこないって思ってた。
で、道具箱を持った小さな女がいたってわけ。
仕事は 7 割方終わってた。壁も窓も取り付け
られてて、内部は大体終わり。私が事務所に
着いてドアを開けた時、職長が机に座ってた。
60 歳位の完全なシルヴァー・グレイのね。
彼は私を見て「やあ、お嬢ちゃん、どうかし
たかい？　お父さんが家に道具箱を忘れてっ
たのかい？」って。彼は真剣だったし、皮肉
でもなかった。組合はただ私を現場に送っ
て彼には何も伝えてなかった。彼がどうす
るか様子を見ようってことね」（Eisenberg 
1998：39−40）。

　念願の見習い入りを果たしても、孤立無援の中
でドロップ・アウトする女性は多かった。配管
工（Local 2）見習いとなったエライン・ワード
はCCHRの公聴会で以下のように証言した。

　　「私は何とか嫌がらせの中を生き残ってきま
した。私の経験は建設現場で働く他の女性が
受けてきたことと同じ類のものです。建設業
で働く女性たちはとても聡明で身体能力もあ
り、決断力があります。でも、そこには常に
女性を仕事から遠ざけ、働くことをあきらめ
させようとする一部の男たちの強い意志があ
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るのです。嫌がらせは精神的なもの、感情的
なもの、肉体的なもの…私は常にいじめやか
らかいを受けてきました。それが私の生活で
す。毎日毎日お前はそこにいちゃいけないっ
て、色々な言い方で言われます。この業界か
ら女性がドロップ・アウトしてしまうのは仕
事のせいじゃなくて、嫌がらせのためです。
女性がこの業界にいられないほど、嫌がらせ
はますます増えています。この仕事に残って
いる 1 人の女性として言わなければならない
ことは、99.9％の時間、すべての仕事で私は
ずっと 1 人だったってことです。40 階建て
のビルの中で私はたった 1 人の女性としま
しょう。嫌がらせが始まり、最後は臆病に
なって、消耗し切って、正気を保つために縮
み上がり、周囲に注意を払っていることに疲
れ果て、辞めていくのです」（CCHR 1992：
117−8）。

　現場に出た見習いは多くのことを覚えなければ
ならず、どの職種でも先輩職人が教育係となって
ペアを組み、様々な技術や道具の扱い方、作業手
順、現場でのルールなどを教えるのが一般的で
あった。しかし、同僚男性が示した態度の多くは
敵意の剥き出し、相手を見下す侮辱的態度、存在
そのものの無視であり、女性見習いが現場に現れ
たことに露骨な嫌悪感を示し、放逐を試みる者は
少なくなかった。また女性見習いには単純な仕事
ばかり与えて経験年数の少ない男性見習いを優遇
する等の嫌がらせも多かった。定置機関操作工
メイティンは 3 年間の見習いが終わりに近づいた
1986 年、1 人の職長の下で同じ経験年数を持つも
う 1 人の女性見習いと半分の経験年数しかない男
性見習い 1 人とともにラガーディア空港で働いて
いた。受験に必要な年数を経たことで彼女たち 2
人は冷却装置取扱資格試験を受けようとするが、
ここでトラブルが発生する。

　　「職長はほんと腐ってた。彼がしたことと言

えば、私たちが次の段階へ進んだり、一人前
の機械工になることの妨害。…いつも彼は

「お前ら使えねえ」って言ってた。彼はした
いことが何でも出来たし、それで私たちは仕
事が無くなった。とてつもない権力を持って
たね。…私たちは見習いを終えなきゃいけな
くって、冷却装置取扱資格が必要だった。3
年間の経験が必要で 2 人とも満たしてた。仲
間の男は半分の年数しかなくて何の受験資格
もなかった。で、みんな申し込んだ。彼は試
験前日に受験が認められて…彼はOKなのに
私たちには知らせさえ来なかった。…私たち
のファイルの中に「あなたたちは準備不足の
ため受験は認められません」って書いた手紙
が入ってた。本当にひどい差別。…私たちは

「十分な訓練を受けてこなかった」ってわけ」
（Latour 2009b：102）。

　男性労働者の側では現場に来た女性見習いに
様々な嫌がらせをしかけ、その反応次第で女性の
人物評価を見定めることがしばしば行われていた。
女性が反発すれば“bad girl”であり、逆に男性
労働者とともに性的ジョークやからかいを共有
し、とりたててそれらの類を問題にしない女性は

“good girl”と恣意的に分けられていた（Moccio 
1992a；284, 299−300, 301−303）25）。そのような中
でも個々の女性は嫌がらせや侮辱に声を上げ、現
場を変える行動を起こしていった。電気工ヘルナ
ンデスは以下のように回想する。

　　「私がこの仕事に就いた頃壁は一面ポルノだ
らけ。ある現場で─そこに来て 1 週間のこと
ね。私は 35 人分のコーヒーの注文を取った。
ただの見習いだったから。ランチの注文を
とって、午後のコーヒーの注文もとった。…
私に技術を学ぶ時間はどれくらいあったと思
う？　自分の詰所だってなかったし。で、職
長が私に男たちのロッカーを片付けろって
言ってきた。私は 1 週間ずっとポルノだらけ
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の詰所で連中とロッカーを共有してた。「分
かった。奇麗にする」って言った。それから
午前中に男たちのコーヒーを持って帰って来
て、下に降りて一つ残らずポルノ雑誌や写真
とか全部を引きちぎってゴミにした。全部引
き裂いて二度と壁に張れないようにね。午後
私がランチから戻ってくると、男たちがいっ
ぱい集まって私をリンチしようと待ち構えて
た。連中は「何やってんだお前？　何様のつ
もりだ？」とか何とか言ってた。職長が連中
に落ち着けって言って…私に「メリンダ、何
でこんなことしでかしたんだ？」って聞いて
きた。私は「詰所を片付けろって言ったよね。
だから不潔なものは全部片付けたんだ」っ
言ってやったのさ」（Eisenberg 1998：194）

　Local 3 に入った見習い女性たちは組合集会で
顔を合わせる中で、各人が日常的に直面している
嫌がらせ等の情報を提供し合い、孤立した状況を
変えていく必要性をより意識していった。出身階
級や人種等彼女たちは異なる点を様々抱えつつも、
女性電気工の置かれている状況を改善し、自らと
組合を教育していくための自主組織「女性電気工

（Women Electricians: WE）」を起ち上げた。WE
は組合執行部に抗議文や質問書を出して性的嫌が
らせに対処し始め、徐々に現場を変えていった

（Latour 2009b：63−7）。
　もちろん WE は一枚岩的団結を誇っていたわ
けではない。WEの中心メンバーは見習い入り以
前から女性運動団体でフェミニズム思想に触れ、
Local 3 での取り組みをフェミニズム運動の一環と
位置づけていた。しかし後に見習い入りした者は、
経済的動機からこの道を選ぶケースが多数だった。
人種的マイノリティかつシングル・マザーが多い
彼女たちは見習い訓練の内容において男性と著し
い格差があることに強い危惧を持っていた。習得
する技術が早くて多いほど自らの収入に有利にな
るため、可能な限りそれを追求したい彼女たちに
とって、性的嫌がらせは個人的に対応すればよく、

教育や訓練面での公平な扱いの実現を優先すべき
という考えが強かったのである（Latour 2009b: 
67−8; Moccio 1992a 313−4）26）。また仕事を安定的
に回してもらうには、WEの活動に深く関与する
よりも傍観者的立場を堅持する方が、WE及びそ
れと繋がる外部組織を疎ましく思うLocal 3 幹部
から睨まれずに済むという現実的問題もあった。
　また、横断的組織として設立されたUTも運動
の発展に伴って「白人中心」の運営に批判が集
まった。こうした不満はUTにある白人インテイ
リ層の運動方針をめぐるものであった。UT設立
の中心人物ロスが女性として最初にラトガーズ大
学に入学した 1 人であること、彼女は大学時代か
ら女性の意識高揚運動に関わり、より実践的活動
を求め自ら望んでWAPスタッフとなった経歴が
その象徴であった（Park 2001：9−10）。この時点
で女性建設労働者の多数となっていた黒人ら人種
的マイノリティの女性たちは、自らが労働現場で
賃金の低い地位に留められ、最底辺の地位に置か
れているにもかかわらず、ロスら白人女性指導者
はそうした現実を直視せずに実態と乖離した運動
方針を進めているとして敵意を増大させた。女性
運動団体内部に内包されていた人種・階級間の格
差が浮かび上がることで内部対立は激化の一途を
辿り、UTは 1984 年に消滅してしまうのである

（Latour 2009b：31−6；Park 2001：32−6）。
　しかし、いかなる立場であっても女性自身が不
当な扱いをされていると感じたことに明確に抗議
し、同じ境遇にある仲間と組織をつくり、問題を
司法の場に持ち込む等組合内外で可能な手段を行
使して現場の改善に取り組んだことは重要である。
現在まで建設業における女性労働者数が上昇カー
ブを描くことはないが、それでも彼女らが現場に
現れた物理的事実は男性建設労働者の間に様々な
変化を喚起する十分なインパクトだったのである。

4．建設労働の論理—秩序への固執

　どんなに危険な現場でも、強靭な肉体とタフな
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精神力で仕事を全うしてきたという男性建設労働
者が共有する自負は、それらを共有出来ないはず
の女性が彼らと同じ仕事をし始めたことで大いに
揺らぎ、彼らのジェンダー規範は痛烈な衝撃を受
けていた。

鉄骨組み立て工ジョージ・ブルックス（1924 年
生）はいら立ちを隠さない。

　　「しかし女性は悩みの種だった。なぜって、
彼女たちが現場に来て最初に言うことって
いったら、どこで着替えるの？　ってことだ
からさ。連中は更衣室を要求するし、何て言
うか、専用のバスルームとか全部そうなんだ
よな。連中はこう言うんだ。「バスルームは
どこ行けばいいの？」って。みんな同じ場所
に行くんだよ。家にいる時みたいに何でも揃
えるなんて出来っこない。…女性は仕事を奪
いに来てる。俺は現場の職長だ。女性に梁を
取りに行って向こうまで運べって言う。で、
彼女は振り向いて俺に歌を歌ってダンスして
重すぎて運べないって言うのさ。ふざけんな、
運べよって。俺は彼女のために梁を運んでや
るさ。良く分からないけど、現場ではみんな
マッチョになろうとするし、女性を助けてや
ろうとする。でもその間彼女はみんなの体力
を奪ってるってわけだ。仕事が出来るんなら
文句はない。出来るんだったらな。鉄骨を取
りに行ってそこら辺に運ぶんだ。それが出来
るのはごくわずかだ。文句言わずに鉄骨と一
緒に歩き回る。それが仕事だ。でも、もし、
振り返って自分の仕事をやってくれって言っ
たらどうだ？」27）

鉄骨組み立て工エドワード・ウォルッシュ（1950
年生）は組合による見習い選抜試験について語る。

　　「例えば誰かがこれはフェアじゃないって
思っても、これは俺たちが全員に課す試験だ。

男だろうが女だろうが、人種や肌の色や信条
が何だろうが、みんな体力試験や筆記試験を
受けるんだ」28）

またウォルッシュは州政府の仕事であるイース
ト・リバーの橋脚工事での問題を指摘する。

　　「今問題になってるのは、そこに女性がいな
いってことだ。契約では女性が 5％いなきゃ
いけない。いなけりゃ何が起こるかってこと
さ。何て言うか、何も知らない、学校でさえ
学んでこなかったような連中を現場に派遣し
て欲しいかい？　これはフェアじゃない。…
だから俺はそのことを女性団体に通知してる
んだ。俺たちは独自の試験を課すし、そうい
う仕組みを持ってるってね」29）

こうした証言は、現場を機能させてきた男の流儀
は守らなければならず、男と同じ仕事ができない
なら現場に来るべきでないという認識を示してい
た。そして労働力の養成と供給は組合の定めた
ルールに従うことが唯一絶対で、それに則らずに
公権力が別枠を強制的に設定し、女性に特別な便
宜を図るのは不公正だという強い認識が表れてい
た30）。
　男性建設労働者の当惑や憤懣はCCHRの公聴会
でも顕在化した。この公聴会は建設労働現場にお
けるマイノリティや女性の雇用実態を調査する目
的で行われ、黒人らマイノリティに加え、新たに
見習い対象とされたにもかかわらず、間断なく
嫌がらせを受け続け、雇用数が全く増えない女
性たちの不満が背景になっていた（CCHR 1992： 
Page Two）。実際、1993 年のCCHR報告によれ
ば、1960−70 年代を通して獲得されてきた建設
業におけるマイノリティの雇用が 1980 年代には
停滞し、いくつかの組合では後退すらしており、
CCHR に内部資料を提出した 9 労組におけるマ
イノリティ労働者の占める割合は僅か 19％に過
ぎず、女性に至っては 1％のみであった（CCHR 
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1992：4−5）。
　CCHRは 1989 年から建設業における雇用実態
調査を始め、1990 年 3 月 12 日から 1992 年 11 月
13 日にかけて合計 14 回の公聴会を開いた。開催
期間が 2 年半にも及んだことは、CCHRの召喚に
応じず、期日に現れないいくつかの建設労組の頑
な態度によるものであった。公聴会では、女性
47 人、男性 33 人、合計 80 人の見習いや見習い
を終えた労働者が証言に立った（CCHR 1992：
2, 79）。その他 50 人以上の支援団体関係者・専
門家、13 建設労組の指導者及び見習い委員会責
任者、企業代表、州・市当局関係者も証言を行い、
公聴会の規模や調査範囲はこれまでにないもので
あった31）。
　公聴会の結果はマイノリティ、女性ともに建設
労組への進出が極めて鈍いことを明らかにしたが、
いずれの労組もマイノリティや女性の採用に努力
していると述べ、現場で様々な要求をする女性労
働者への不満をあからさまに表明するケースも
見られた。電気工労組Local 3 の指導者兼ニュー
ヨーク市AFL−CIO議長トマス・ヴァン・アース
デイルは以下のように主張した。

　　「電設工事は危険でハードな仕事です。重い
ものを持ち上げて運んだり、巻きケーブルを
引っ張って動かす、梯子や建造中の建物を登
るっていうようなことがある。地下鉄、トン
ネル、エレヴェーター通路といった現場で働
く。産業プラントでなら、化学物質に晒され
ることだってある。現場から現場を渡り歩く。
変則的な時間で働くし、短い通告で残業だっ
て求められる。…多くの女性がこの業界で働
こうとしないのは容易に分かることです。一
部の女性が、ニューヨークではずっと伝統に
なってるポルノグラフィーとかそういう類の
ものに晒されることを理由に仕事を続けられ
ないのはおかしなことです。それを性的嫌が
らせのようにいうのはフェアじゃない。それ
によって個人がこの仕事で成功することを妨

げられているとは思いません。…ポルノグ
ラフィーは建設業では普通のことでしょう」

（CCHR 1992：195）。

このように述べた後、アースデイルは結論付けた。

　　「我々は性的・人種的嫌がらせに関する対策
の必要性についてずっと考えてきていますが、
現在までそれを実施しなければならなかった
ことはありません」（CCHR 1992：198）。

同じく配管工労組（Local 1）議長兼見習い訓練
監督ジョセフ・サントロは自信を持って語った。

　　「我が組合の訓練プログラムでは、いかなる
レヴェルにおいても女性への嫌がらせは全く
見られていません。もし我々の仲間が女性に
何か言っているとしても、私は全く知らない。
いかなる女性もマイノリティも我々にとって
問題になったことはないのです。何か言葉で
罵倒されたり言われたなら、いつでも私にコ
ンタクトをとるように言っています。我が組
合には性的嫌がらせに対処する方法を詳しく
説明している指針はありませんし、そうした
問題を扱うための手続きもありません。それ
に関するどんなトレーニングもしていません
し、不満対処委員会が組合にあるかどうか全
く知りません」（CCHR 1992：248）

　一方で女性の存在を認知し、それに対応しよ
うとする姿勢も見られた。召喚された組合のう
ち職人に占める女性の割合が最も高い（3％）エ
レヴェーター建設工労組（Elevator Constructor 
Local 1）の議長兼ビジネス・マネージャーであ
るジョン・グリーンは以下のように述べていた。

　　「我が組合には現場で嫌がらせが発生してい
る状況─特に女性がこの仕事に入ってきた時
に─がありました。労働者は現場で女性を尊
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敬すべきであって、冗談やその類のことに夢
中になってはなりません。我が組合では攻撃
的な言葉を使ったり、女性の前で小便する男
性労働者が問題となってきました。現場の施
設は清潔にしなければなりません。それは契
約上の義務ではありませんが、使えるように
するのは企業側の義務です。現場に女性がい
れば、彼女たちが詰所を使えるように片付け
ねばなりません。我々は形式上のルールは
持っていませんが、それらを実施する上で
いかなる問題もありません。我々は嫌がら
せのような問題を報告する機会を労働者に
与える現場監督と毎週会合を持っています」

（CCHR 1992：262）。

　こうした表れは積極的でなくとも、相互の関係
を取り結ぶ（結ばざるを得ない）動きが現場レ
ヴェルで起こっていることを示していた。嫌がら
せを受けてきた女性見習いも、熟練技を教えてく
れる男性パートナーが存在したことや、嫌がらせ
に憤りを露わにする男性労働者のことを語って
おり、男性労働者にも様々な反応が出始めてい
た（Moccio 1992a：282−3；Eisenberg 1998：97−
107）。さらに注目すべきは、見習いとして働き始
めた女性労働者が建設労働の文化を自らも積極的
に身につけ意識化していったことである。彼女た
ちの多くが建設労働者になる動機として、熟練技
によってものを創り出す仕事に強い魅力を感じて
いたことを挙げている。鉄骨組み立て工見習いに
なったジェニン・ブラックウェルダーは言う。

　　「自分で何かつくって、その結果を自分で見
て、友達にも見せられるんだから、それに惹
かれたのさ。見て！これ私がつくっんだって。
そこには確かに私を惹きつけるものがあった。
給料もいいし。見習いの時には色々引かれる
けど、最終的には上がっていくから。給料、
福利厚生、週末の休み、残業代…どれも全部
バラ色に見えた。経験的には全くその通りっ

てわけにはいかなかったけど、経済的には良
い感じだった。それに…私は何か高級なもの
をつくるとかオフィスで紙を手渡したりって
いう仕事には興味なかったし」32）

ロングも同じように手に技術をつけて働くことへ
の魅力を語っている。

　　「私はずっとオフィスで働いてて、伝統的な
女性の仕事ってのをやってきてた。そういう
仕事は好きじゃなかった。給料が低すぎたか
ら。極端に低い給料に我慢し続けるなんてく
だらないって考えてた。稼いだ給料はだいた
い元のところへ戻っていくでしょ。オフィス
でちゃんとした感じに見えるように服を買っ
たりするわけだから。お金は絶対残らない。
それがオフィス・ワークが嫌だった理由の一
つ。それに私に出来そうな仕事でも、大学の
学位がなかったし。で、考え始めた。…10
万ドルの家に住んでる人だって、何か壊れた
り、配線のやり直しとか何かあったら電気工
に来てもらって修理する必要がある。だった
らそうなろうってね。みんな電気を扱うのは
怖いから、技術のある私は良いお金が稼げる。
私は怖くないからみんな私にお金を払う。ほ
んと、電気ってすごいって思う。だから私
は安全に電気を使うやり方を学んできたわ
け」33）

　専ら白人男性の間で共有されてきた建設労働者
としての誇りは、今やそのカテゴリーに含まれて
いなかった人々が境界線を越えて現場でともに働
くようになったことで、一部の独占物ではなく
なったのである。現場でチームを組めば、そこで
は必然的に相互の安全に気を遣いながら与えられ
た仕事を工期内に仕上げるために協力関係が生ま
れ、強化されていく。人種や性が異なっても、と
もに労働することを通じて関係が創り出され、そ
こから広がるのである。建設労働から明確に隔絶
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されていた女性の現場への出現は、男性労働者の
間に強い反発と既存の秩序への強い執着を生み出
す一方で、新たな秩序を生み出す契機にもなった
のである。

おわりに

　女性たちは個々、あるいはUTのような組織に
結集して不公正を取り除く努力を継続してきた。
それらは現場に女性専用施設をつくるという基本
的課題から、性的嫌がらせの根絶を目指すもの、
妊娠した労働者を組合がサポートするよう求める
ものまで多岐に渡っていた。こうした地道な積み
重ねは確実に現場を共にする男性労働者の認識に
影響を与えた。定置機関操作工メイティンは仕事
の合間に見習い訓練学校に行っていたことで残業
代を削られた処遇の不当性を組合に認めさせてい
た。その彼女の行動を同僚男性が批判した。

　　「彼は私が怒りを感じていたことを批判して
こう言った。「俺も学校に行ってたけど問題
なく全部仕事をこなしたぜ。一体何だってん
だい、イヴォンヌ？」で、彼に言ったんだ。

「あんたには料理をつくって、掃除して、子
供の面倒を見て、昼ご飯をつくって、洗濯し
て、あんたが勉強してる間子供が邪魔しない
ように見てくれる奥さんがいるでしょ。私は
それを全部 1 人でやらなきゃいけない。もし
私にそんな奥さんがいたら、罪深さを自覚す
ることもないし、学校も仕事も楽勝。余った
エネルギーをあんたたちから悩まされないこ
とに使えるしね！」って。彼は「えーっ、そ
んなこと思いもしなかったよ」って答えて
た」（Latour 2009b：103）

大工のアイリーン・ソロウェイもユニークに語っ
ている。

　　「男ばかりの中で唯一女性ってことがとって

もすごいことになる場合がある。男たちの間
で女性であることは、すべての女性を代表し
ているような感じがするんだ。それで、たく
さんの思想を提示していくチャンスができる
わけ。…私は議論を楽しんでるし、そういう
のを増やすことを考えるのが好き。いつも男
たちにこう言うんだ。「あんたたち、私と働
けてラッキーだね。いつも全員一致じゃとて
も退屈でしょ」ってね」（Eisenberg 1998： 
94）

　男性鉄骨組み立て工トム・ハンフリー（1947 年
生）は同じ組合に属する 1 人の女性労働者が現場
で働く写真を指しながら以下のように語った。

　　「彼女は引退した組合員の娘さ。男がやる仕
事は何でもやるとても女性っぽい娘だ。でも、
良い労働者だし…とてもタフさ。俺はとにか
く男と女を区別するのは好きじゃない。…み
んなやりたいことを何だってやればいいんだ
よ。そいつ次第っていうか…それをやりたい
奴がそれをやることができるってことさ。仕
事が十分こなせるなら外に出て働けばいい。
彼女はずっとそうしてきた。…物事は変わっ
て来てるんだ。…俺はいろんな奴と働いてき
たけど、肌の色がどうかとか気にしないね。
白だろうが黒だろうが紫だろうが何だってい
い。仕事するんなら気にならない。何て言う
か、使える奴なら役に立つってことさ」34）

ハンフリーの語りは量的には極めて不十分ながら
可視化され始めた女性やマイノリティ労働者の諸
影響が、固持されてきた建設労働者の日常世界に
徐々に浸透していることを示していよう。
　ただ、その一方で変化は女性内部にも波及する
ことに注意しなければならない。建設労働者の日
常世界に足を踏み入れることで、女性もそこで維
持されてきた規律や習慣に直面せざるを得なくな
り、建設労組特有の政治環境に身を置くことにな
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る。WAPやUTが一定の成果を上げつつ消滅し
たのは、具体的成果を早期に獲得するためには避
けられない対組合、対男性、対公権力との関係構
築において難しさが伴ったからである。成果を獲
得するために組合や個々の男性、あるいは公権力
といかなる関係を結ぶのかという事態に際して、
各々の女性がどのような態度をとるか判断を迫ら
れ、結果として女性たちの価値観の相違が露顕
し、関係の在り方をめぐる女性内部の対立を急速
に増大させたのである。自身が抱えている不安定
な生活をより安定させるために、一定程度の妥協
をはかりながら利益を確保することを最優先した
い女性にとって（黒人やプエルトリカン等マイノ
リティ女性がそうである場合が多い）、「女性の権
利」として建設労働での闘いを進める観点は自ず
と二次的になり、掲げられた「大義名分」に忠実
であることは困難になってくる。
　建設労働者として生きていくことは、資本との
階級関係に具体的に組み込まれることであり、強
大な権力の下に直接的に晒されることを意味す
る。そこでそれに抗し続ける者、一定の適応を図
る者等差異が明確になり、ある場合には女性が保
守化する権力の一端を担う場合も出てくるのであ
る。したがって、女性が建設労働者の一員となっ
ていくことで生み出される変化は、実際には様々
な方向に作用するのである。そしてそれら変化の
方向性は労働現場の中という狭い世界の中だけで
なく、建設労働全体を取り巻き、雇用面において
大きく作用する公権力との関係にも密接に連動し
ていくことになる。建設労働現場の中で行われる
攻防は、他方でより大きな世界─それを取り囲ん
でいる政治・経済的環境とも常に深い関わり合い
を持ち、影響し合っていることを見落とすべきで
はない。
　本論文は建設労働現場にフォーカスし、日常的
労働に根ざして形成されてきた境界が、その中に
いる人々の価値観を創り、行動を律することを明
らかにした。また、他方でその境界が外部の変化
に常に晒されているがゆえに、境界線上で起こる

排除と包摂をめぐる人々同士のせめぎ合いは、社
会全体の人種や階級、ジェンダー等社会的関係を
めぐる人々同士の相克を反映することを示した。
未だその方法論は理論的有効性の検討も含めて精
緻にしなければならないという課題は残る。しか
し、日常生活を支え、さまざまな人々が関係を構
築する場となる労働生活─人々の日常世界への徹
底した考察が、境界線の具体的な在り方を明らか
にし、人々のせめぎ合いが意味するところをより
広い文脈から把握することにつながるものである
という社会史の新たな可能性は示せたであろう。

注
 1）本論文で「ニューヨーク」と表記する場合、すべ
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する必要がある場合に限り「市」や「州」を付記
する。

 2）主として以下。Susan Eisenberg, 1998, We’ll Call 

You If We Need You: Experiences of Women 

Working Construction, Ithaca and London: Cornell 
University Press; Jane Latour, 2009, Sisters in the 

Brotherhoods: Working Women Organizing for 

Equality in New York City, New York: Palgrave 
Macmillan; Francine A. Moccio, 2009, Live Wire: 

Women and Brotherhood in the Electrical 

Industry, Philadelphia: Temple University Press.
 3）Joshua B. Freeman, 1993, “Hartdhats: Construction 

Workers, Manliness, and the 1970 Pro-War 
Demonstrations,” Journal of Social History 26

（4）; Kris Paap, 2006, Working Construction: 

Why White Working-Class Put Themselves-And 

the Labor Movement-in Harm’s Way, Ithaca and 
London: Cornell University Press.

 4）近年アメリカ労働史の分野で新労働史学やホワイ
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下。Thomas J. Sugrue, 1996, “Segmented Work, 
Race-Conscious Workers: Structure, Agency and 
Division in the CIO Era,” International Review 
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and the State of Labor History,” Reviews in 

American History 26(2) ; 中野耕太郎 1996, 「近現代
における国家と労働者」『アメリカ史評論』13 号 . 
アメリカ社会史全般の課題は以下。貴堂嘉之 2009, 

「歴史のなかの人種・エスニシティ・階級」有賀夏
紀他編『アメリカ史研究入門』山川出版社, 172−
174.

 5）インタヴュー史料はニューヨーク大学タミメント
図書館/ロバート・F・ワグナー労働史料館（以下
RFWLA, NYU）が所蔵する以下 3 種のコレクショ
ンを使用。Building Trades Oral History Project; 
Gender Relations in the Building Trades Oral 
History Collection; New Yorkers at Work Oral 
History Collection. 最初のコレクションはRFWLA
のアーキヴィスト（当時）のジャネット・グリー
ンが主宰し、インタヴューも彼女自身が行ってい
る。インタヴュイーのほとんどはニューヨーク各
種建設労組の中堅幹部であり、彼らの来歴や労働
現場の様子が細かく記録されている。次が主とし
て建設業に従事する女性労働者へのインタヴュー
で、ともに建設業を含む女性労働者支援に深く関
わり続けているジェーン・レイターとフランシ
ン・モッシオの 2 人がインタヴュアーである。イン
タヴューは女性建設労働者の経験を記録すること
を主目的とし、男性労働者ばかりの厳しい現場の
環境を中心に聞き取りが行われている（レイター
氏は自身が行ったインタヴューを基に著書執筆の
真っ最中であったにもかかわらず、筆者の史料貸
与の願いを快諾していただいた。ここに謝辞を記
しておきたい）。最後のコレクションは活動家兼
RFWLAスタッフであったデブラ・バーンハート
を長として行われた大規模なプロジェクトである。
建設業を含む多彩な職種に従事するニューヨーク
の労働者がインタヴュイーとなり、各人の来歴
や都市としてのニューヨークの変遷がRWFLAス
タッフによって詳しく聞き取られている。

 6）建設業の現場の細部に目をやれば更に女性の少な

さは目立つ。同じく米労働省のデータによれば、
ガラス工や壁紙工、エレヴェーター工等の中では
女性の存在をほとんど確認できない。

 7）建設労組の見習い制度及びその役割、また、その
中でつくられる熟練工独自の秩序について詳しく
は以下。拙稿, 2008, 「ハードハットの愛国者たち─
ニューヨーク建設労働者の日常世界とその揺らぎ」

『アメリカ研究』42 号。
 8）このことは白人熟練工間に軋轢がなかったことを

意味しない。実際には移民集団で「棲み分け」ら
れる職種間での仕事の配分をめぐる争いは、時に
深刻な事態を招くこともあった。

 9）ワグナー市政期、市水道ガス電気局長を電気工労
組幹部が長く務めたことはその典型と言える。

10）一連の攻防については以下。Nancy A. Banks, 
“‘The Last Bastion of Discrimination’ : The New 
York City Building Trades and the Struggle 
over Affirmative Action, 1961−1976,” Ph. D. diss., 
Columbia University, 2006.

11）Jerry Flint, “Trade Unions Losing Grip on 
Construction,” New York Times, Dec. 12, 1977, 73.

12）Ibid.
13）Lesley Oelsner, “Electricians’ Strike Begins 

to Hurt at Some New York Building Sites,” 
New York Times, April 8, 1978, 27; Jerry Flint, 

“Bricklayers’ Union Fights to Hold Its Share in 
a Slumping Business,” New York Times, Dec. 4, 
1977, 69.

14）“Women in Apprenticeship Project,” pamphlet, 
undated, United Tradeswomen Records, Box 2, 
Folder 4 “Advocacy-New York-Working Women’s 
Institute,” RFWLA, NYU; “Women in Jobs in the 
Private Sector,” Statement by Mary G. Garvin, 
Director, Women in Apprenticeship Project, at 
the New York City Council General Welfare 
Subcommittee on the Status of Women, June 
18, 1979, United Tradeswomen Records, Box 2, 
Folder 4 “Advocacy-New York-Working Women's 
Institute,” RFWLA, NYU.
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15）“Women in Apprenticeship Project,” pamphlet. 
女性にとって建設労働が身近になった点として現
場作業における機械化の促進及び作業用具・鋼材
等の軽量化も挙げられる。モッシオは技術革新の
波が危険な現場で重い機材を扱いながら平然と働
くことを「タフさ」の拠り所にしてきた男性労働
者の自信を大いに揺すぶったことを強調している

（Moccio, 2009b：82−88）。
16）Interview with Lois Ross, Irene Soloway, and 

Evan Rudderman, by Jane Latour, March 6, 1996, 
RFWLA, NYU.

17）モッシオは当時「プライヴァシーに配慮する」た
め論文中のインタヴュイーを全て仮名にし、Local 
3 は「Local 500」と記述している。

18）Interview with Cynthia Long, by Debra E. 
Bernhardt, Oct. 19, 1980, RFWLA, NYU.

19）Interview with Lois Ross, Irene Soloway and 
Evan Rudderman.

20）Intervierw with Irene Soloway, by Jane Latour, 
June 5, 1990, RFWLA, NYU. 全米規模で様々な背
景を持った女性が公権力の施策と草の根団体の取
り組みによって触発された（Eisenberg 1998：7−
20）。

21）そのような行為は見習い入り以前のCETAによる
訓練段階から始まっていた。ロングは屋根作業の
講習中に同僚の男性受講生から体を寄せられてキ
スされるなどの侮辱を受け監督官に訴えたが、答
えは「そいつはただ調子に乗ってるだけ」で、そ
んな問題に関わりたくないという立場だった。ロ
ングの例は建設熟練工を目指して訓練を受ける者
同士でも、女性は同僚男性受講生から侮辱対象
にされやすいことを示し、これまで建設労働か
ら排除されてきたマイノリティ男性も建設労働
特有の男性主義的文化を受容していたと言える。
Interview with C. Long.

22）Interview with C. Long.
23）Interview with Lois Ross, Irene Soloway and 

Evan Rudderman.
24）Interview with Yvone Maitin, by Jane Latour, 

Feb. 12, 1990, RFWLA, NYU.
25）モッシオは、先輩男性職人が新人の男性見習いに

女性への嫌がらせをけしかける一種の「儀式」が
現場で広く流通していたことに言及している。男
性見習いはその「出来次第」で評価付けされ、女
性に対しては反応次第で「仲間入り」を認める場
合もあった。モッシオの調査例の一つである「尻
見せ（mooning）」のエピソードはそうしたケー
スであろう。ある男性労働者が女性労働者と梯子
を登っている時、下にいる女性労働者に「尻見
せ」をした。しかし、被害にあった女性見習いが

「剃ってこなかったの？」とやり返した時、その
ニュースは現場全体に一気に広がり、彼女は男性
労働者から一目置かれて「仲間入り」を果たした
という（Moccio 1992a；285−6；Moccio 2009b；
87）。

26）WEのメンバー間における意見の相違は徐々に大
きくなる一方で、外部組織との連携を重視するWE
の活動を嫌うLocal 3 執行部は分裂工作を行い、離
間させた女性メンバーを主体とする執行部公認の
女性組織設立を目指した。1999 年WE消滅と同時
にLocal 3 公認の女性労働者組織「アンバー・ライ
ト協会」が発足した。構成メンバーはLocal 3 労働
者である父親や縁者（主としてマイノリティ）の
紹介を受けて電気工になった者が多く、同協会の
目的を「執行部や雇用主と女性労働者の橋渡し」
と位置付けていた。組合側の思惑としては、親子
の関係を軸にした女性労働者の組織であれば、外
部組織との繋がりは希薄であり、フェミニスト的
傾向は弱められる、というものがあった。しかし、
実際の同協会の活動内容はWEがこれまで取り組
んできた課題の多くを実質的に継承しており、そ
の意味では熟練工の境界は引き続き動揺し続け、
その枠組は広がる傾向にあるとみていいだろう

（Moccio 2009b：130−151）。
27）Interview with George Brooks, by Kevin Williams, 

April 23, 1991, RFWLA, NYU.
28）Interview with Edward Walsh, by Janet Greene, 

Nov. 9, 2001, RFWLA, NYU.
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29）Interview with E. Walsh.
30）同じことはモッシオの著書の中でも確認できる

（Moccio 1992a：274−5, 298）。
31）14 労組が召喚対象になり、1 労組（鉄筋工労組 , 

Metalic Lathers Local 46）を除く 13 労組の代表
が証言を行った。召喚基準は、過去の調査からマ
イノリティや女性労働者の割合が著しく小さいと
いうことと、これまでに組合員や見習いの地位・
採用に関して差別的との訴えを起こされているこ
とだった。召喚された労組の多くは技術の熟練度
が高い花形職とされており、13 労組は当時で約
52000 人の構成員を有していた（CCHR 1992：2−3, 
179）。

32）Interview with Janine Blackwelder, by Janet 
Greene, Aug.1, 1990, RFWLA, NYU.

33）Interview with C. Long.
34）Interview with Tom Humphrey, by Janet Greene, 

Oct. 12, 1999, RFWLA, NYU.
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